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第1章 経営戦略の概要
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1 経営戦略改定の背景・趣旨

投資・財政計画（収支計画）

投資試算 財源試算
均 衡

反映

投資以外の経費（経営の効率化・健全化の取組み）

資金収支不足、資金管理・調達に
関する事項

その他の経営基盤強化に関する
事項（ＩＣＴ活用、情報公開等）

広域化、民間の資金・ノウ
ハウ活用に関する事項

組織、人材、定員、
給与に関する事項

その他の重点事項
（防災対策・危機管理体制）

出典：総務省 経営戦略イメージ図

経 営 戦 略

※経営戦略で使用するデータは、原則として令和６年度までは決算数値、令和７年度以降は予算及び計画数値とします。
また、比較対象団体との比較等では公表されている令和５年度数値を用いています。

第 1 章  経営戦略の概要

独立採算制：事業に伴う収入によってその経緯を賄い、自立性をもって事業を継続していく原則のこと。

下水道施設：管渠やマンホールなどの管渠施設、ポンプ場や処理場などの施設のこと。

収支ギャップ：「投資・財政計画」で求められる「収支均衡」は、法適用企業では「純損益」が計画期間内で黒字となることで

あるが、計画期間内で赤字が発生している場合の当該赤字の部分のこと。
用語解説

下水道は、汚水の処理による生活環境の改善、降雨による浸水の防除や公共用水域の水質保
全といった市民生活に欠かすことが出来ない市民に身近で重要な社会資本です。

下水道事業を含む公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則とし、市
民にこうしたサービスを安定的に提供することが使命ですが、サービスの提供に必要な施設等
の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等の課題が顕在化し、公営企
業をめぐる経営環境は厳しさを増しています。

このため、国（総務省）は地方公営企業に対し、自らの経営等について的確な現状把握を
行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営とともに、徹底した効率化・経営健全化を
行う必要があることから、各公営企業における中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」
を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むよう要請してきました。

経営戦略では、ストックマネジメント等を活用して下水道施設の中長期的な更新需要を適切
に把握した「投資計画」と、それに必要な財源を計画的かつ適切に確保するための「財政計
画」を、均衡した形で策定することが求められています（「総務省 経営戦略イメージ図」参
照）。

本市の下水道事業においても、施設の老朽化の顕在化や人口減少社会の到来等が及ぼす各種
影響を踏まえると、将来の下水道事業の経営環境がますます厳しくなることが見込まれるため、
平成28年４月に下水道事業への地方公営企業法の財務規定を適用し、損益・資産を正確に把
握する企業会計に移行しましたが、今後想定される収支ギャップを解消するための経営改革の
方向性を示す必要があります。

このことから、市民にサービスを持続的・安定的に提供するとともに、中長期的な視点で経
営環境の変化に対応し、一層の経営基盤の強化と収支が均衡する持続可能な経営を図るため、
令和３年３月に、令和３年度から10年間に目指すべき方向と事業管理のあり方を示す「平塚
市下水道事業経営戦略」（以下「経営戦略」という。）を策定しました。

今般、経営戦略策定から前期５年が経過したことから、計画期間前期の取り組み状況を確認
し、物価上昇等の社会経済情勢や、浸水対策、長寿命化対策及び耐震化対策の事業の状況等を
踏まえ、経営戦略を改定しました。
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2 対象とする事業

3 計画期間

経営戦略は、策定済の「平塚市新下水道ビジョン」（計画期間：令和４年度～令和22年
度） （以下「市新下水道ビジョン」という。）等の他の計画との関連を持たせつつ、国のガ
イドラインに従い、令和３年度から令和12年度までの10年間を計画期間とします。

企業会計である平塚市下水道事業が実施している、公共下水道事業と農業集落排水事業を
経営戦略の対象とします。

第 1 章  経営戦略の概要

公共下水道：市街地の下水（雨水と汚水）を収集排除する施設であり、設置及び管理などを原則として市町村が行うもの。 

汚水処理には、市町村独自の終末処理場で処理し、河川や海域などに放流する公共下水道と、流域下水道に

つないで処理する流域関連公共下水道があり、本市は流域関連公共下水道。

農業集落排水：農業集落におけるし尿・生活雑排水等の汚水を処理する施設を整備し、公共水域の水質汚濁防止や悪臭の

防止や蚊などの発生を抑えるなど生活環境の改善を図る、いわゆる農村の下水道。本市は、土屋・吉沢地区

の一部で実施。

用語解説
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～ R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 ～ R22

平塚市新下水道ビジョン

平塚市下水道事業経営戦略
（令和８年３月改定）

平塚市総合浸水対策基本計画

平塚市総合浸水対策
第３次実施計画

平塚市下水道施設耐震長寿命化計画

（参考）

平塚市総合浸水対策
第２次実施計画

平塚市
下水道
中期
ビジョン



位置付け4

経営戦略は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計
画です。

平塚市総合計画～ひらつかVISION～、都市マスタープラン等の主要計画に即した市新下水道
ビジョンの内容を踏まえるとともに、平塚市総合浸水対策基本計画、平塚市下水道施設耐震
長寿命化計画等との整合を図ります。

第 1 章  経営戦略の概要

国の施策

平塚市総合計画～ひらつかVISION～

平塚市都市マスタープラン

県の施策

新下水道ビジョン 流域下水道経営ビジョン

平塚市新下水道ビジョン

平塚市
下水道事業
経営戦略

平塚市総合浸水対策基本計画
平塚市総合浸水対策第３次実施計画
平塚市下水道施設耐震長寿命化計画

相互反映

事業展開
（経営）

事業展開
（施設）

下水道事業
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-7-





公共下水道事業と農業集落排水事業1 - 1

平塚市の下水道のあゆみ1

公共下水道事業では、昭和48年６月に相模川流域右岸処理場の一部供用開始を受け、合
流式下水道で整備された平塚駅周辺地域の供用を開始しました。また、その他の地域は分
流式下水道として整備を進め、下水道処理区域を順次拡大してきました。

農業集落排水事業では、土屋地区及び吉沢地区を対象とする河川の水質保全や公衆衛生
環境の向上に寄与する汚水処理事業として、平成16年４月に事業が採択され、平成18年３
月に内閣府の地域再生計画の認定を受けて整備に着手し、平成27年度に整備が完了しまし
た。

なお、平成28年度には、公共下水道事業と農業集落排水事業を合わせた「下水道事業」
に、地方公営企業法の財務規定を適用し、企業会計へ移行しています。
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令和６年度末の整備等状況

項目 公共下水道 農業集落排水

全体計画面積 3,632ha 124ha

整備面積 3,588ha 124ha

管渠整備延長 1,224km 37km

処理区域内人口 251,678人 2,684人

全市人口

普及率

ポンプ場 10箇所

汚水処理施設 2箇所

資源循環施設 1箇所

99.1%

256,175人

第 2 章  現状と課題

※

※ 住民基本台帳に基づく人口

昭和 平成

39 ～ 47 48 ～ 53 ～ 56 ～ 59 ～ 62 ～ 元 2 ～ 5 ～ 8 ～

事業着手時期

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

施設開設

事業認可等

桜ヶ丘

     場

第1期

事業

第2期

事業

第3期

事業

新田

事業

第4期

事業

第5期

事業

東部

     場

山下

     場

撫子原

     場

都市計画決定

都市計画

事業認可

公共下水道

使用料徴収開始

馬入

     場

長持

     場

▲公共下水道供用開始



●農業集落排水処理施設 「浄化センター」

農業集落排水の汚水処理施設である浄化センターは、土屋地区と吉沢地区にあ

り、処理された水は隣接する河川に放流しています。また、吉沢地区には、汚水

処理施設から出る汚泥を堆肥化するための資源循環施設も整備しました。

吉沢浄化センターと資源循環施設 土屋浄化センター

●耐震・長寿命化工事の進む東部ポンプ場

東部ポンプ場は、駅周辺及びＪＲ東海道

線の南側の合流区域における汚水を処理場

へ圧送するための施設です。耐震・長寿命

化工事を計画的に行っています。
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年度別下水道整備状況

下水道施設等の整備状況1 - 2

標準耐用年数 ： 令和４年４月１日付けで国土交通省下水道事業課長から通知があった「下水道施設の改築について」の

 別表に定める年数。
用語解説

本市の公共下水道の普及率は、令和６年度末で98.1％であり、農業集落排水も含めた普及
率は、令和６年度末で99.1％となっています。下水道の整備も概成に向かっており、本市下
水道事業は、施設の維持管理や改築更新を中心に実施していく段階に入っています。

下水道施設の整備は、昭和60年頃から平成15年頃までの約20年間に集中しています。
令和６年度末で標準耐用年数（50年）を経過した管渠は約121km（全体の約10％）であり、
現時点では施設の老朽化が進んでいる状況ではありませんが、今後は改築更新需要が増大
し、特に集中的に整備を進めた管路施設の更新時期は、一定期間に集中することが見込ま
れます。

布設後50年経過
約121km（全体の約10%）

約20年間に整備が集中
→更新時期が集中

第 2 章  現状と課題
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普及率の推移

R6R1H26H21H16H11H6H1S59S54S49



現状分析の手法と視点

2 - 1 分析の視点

本市下水道事業における経営課題を抽出するために、総務省の示す経営戦略イメージ
の構成要素を“モノ”「資産・業務」、“ヒト”「組織・人材」、“カネ”「財務」及
び“情報”「広報」の４つの項目に分類し、下表の各視点で分析・整理しました。“モ
ノ”については市新下水道ビジョンにおいて、各個別計画により施策を推進することと
しています。

資産・業務
モノ

組織・人材
ヒト

財務
カネ

広報
情報

市新下水道ビジョンにおいて各個別計画により施策を推進

► 技術承継や人材育成が適切に行われているか
► 労働生産性が低く、財政を圧迫していないか

► 事業に関する経費が使用料により賄われて いるか
► 資金不足や借金の負担が重くないか

► 市民に必要な情報が伝達できているか
► 市民の声を反映した施策を実施しているか

2

第 2 章  現状と課題

○処理区域内人口18万人以上（東京都及び政令指定都市を除く）

○有収水量密度7.5千㎥/ha以上10.5千㎥/ha未満

○流域下水道に接続 など

小田原市 柏市

茅ヶ崎市  流山市

川越市  八千代市

所沢市  宝塚市

春日部市 那覇市

比較対象団体の選定2 - 2

現状分析で行う比較対象団体の選定は、事業規模や地理的条件等が類似している団体と
し、総務省による比較対象団体の分類である事業規模（処理区域内人口）、地理的条件
（処理区域面積１haあたりの年間有収水量：有収水量密度）等を基本に、流域下水道への
接続の有無、普及率及び県内の地域性を考慮し、以下の10市を選定しました。

※他市比較で使用する数値は、公表済の令和５年度決算数値を使用します。

投資・財政計画（収支計画）

投資試算 財源試算
均 衡

反映

投資以外の経費（経営の効率化・健全化の取組み）

その他の経営基盤強化に関する
事項（ＩＣＴ活用、情報公開等）

広域化、民間の資金・ノウ
ハウ活用に関する事項

組織、人材、定員、
給与に関する事項

資金収支不足、資金管理・調達に
関する事項

その他の重点事項
（防災対策・危機管理体制）

出典：総務省 経営戦略イメージ図

４つの項目で分析・整理
（再掲）

-12-



ヒト「組織・人材」に関する現状分析と課題3

第 2 章  現状と課題

人材育成・職場環境の現状分析と課題3 - 1

下水道業務経験年数（R6）

業務マニュアルの有無（R6）

労働生産性に関する現状分析と課題3 - 2

労働生産性（R5） （公共下水道事業）

平塚市

高い方が良い

（千円/人）

経営戦略改定のために令和６年度に実施した、下水道部
局職員を対象としたアンケートの結果によると、下水道業
務経験年数は５年以下が６割を占める状況や、半分以上の
職員が業務マニュアルがないと回答していることから、経
験不足や業務の継続（特に頻発する水害時の対応）に不安
を感じる声とともに、将来の人的な脆弱性を指摘する声が
あげられました。

また、下水道事業では企業会計の経理のほか、国の補助
制度等の財政の知識など、幅広く高度な専門性が要求され
ることから、研修の必要性と人材育成の重要性に対する意
見がありました。なお、経験年数の浅い職員が研修等を受
ける機会については、充実しているという回答が多数を占
めました。

他方、業務マニュアル等の必要性を感じているものの、
作成する時間がない等の課題が把握されました。

【課題】
・専門知識の習得、技術力の継承とともに、高い業務スキ
ルを基礎として経営の視点を持った職員を確保し育成する
ことが必要です。
・マニュアルの整備やシステム化等、技術継承を円滑に進
める体制が必要です。

営業収益を損益勘定所属職員の人数
で割った指標である労働生産性の数値
は、比較対象団体平均値より高く、現
状の生産性は確保されています。

一方、職場全体では、改築更新に関
する業務の増加や新たな浸水等対策の
検討に伴う時間外勤務が急増しており、
増加が見込まれる業務量も考慮すると、
今後の適正な職員数を見極める必要が
ありますが、職員数の増加は労働生産
性の数値が悪化する要因になります。

【課題】
・各業務の実施方法を検証するととも
に、各職員が日頃から業務改善と生産
性向上への意識を持ちながら、最小の
人数で最大の効果が得られる人員と組
織体制の構築が必要です。

損益勘定所属職員 ：下水道事業に所属している職員のうち、収益的収入及び支出に関する業務に従事している職員。用語解説
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※比較対象団体との比較条件を合わせるため、「令和５年度
進捗状況報告書」の労働生産性の数値とは一致しません。

59%19%

11%

1～5年

6～10年

11～15年

16～20年

21～25年

26～30年

30年～

ない
57%

ある
43%

令和12年度目標値
196,000



本市の総処理水量当たり経常費用は、197円/㎥であり、比較対象団体平均を27円/㎥

上回っています。汚水処理は低コストですが、これまで実施してきた雨水処理施設の計

画的整備により、雨水処理費における減価償却費の割合が高くなっており、比較対象団

体よりコスト負担が多くなっています。

維持管理コストの現状分析と課題4 - 1

汚水処理原価（R5） （公共下水道事業）

総処理水量当たり経常費用（R5） （公共下水道事業）

► 汚水処理原価は、年間有収水量

に対する汚水処理費（公費負担

分を除く）の比率であり、数値

が低いほど、低コストで汚水処

理が行われていることを示して

います。

低い方が良い

（円/㎥）

（円/㎥）

平塚市

第 2 章  現状と課題

経常費用 ： 本来の事業活動を継続して行っている場合に発生が見込まれる費用。用語解説

【課題】
・今後の改築更新や維持管理費用の増加と有収水量の減少により、汚水処理原価の上昇傾
向や、雨水処理費用を含めた高コストな現状と今後実施する雨水対策を踏まえ、事業経営
へ与える影響に注視する必要があります。

本市の汚水処理原価は、103円/㎥であり、比較対象団体平均を20円/㎥下回っています。

現在の本市の汚水処理は低コストで行われています。

► 総処理水量当たり経常費用は、

年間総処理水量に対する汚水処

理費と雨水処理費の両方を含ん

だ経常費用の比率であり、数値

が低いほど、低コストで下水処

理が行われていることを示して

います。
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カネ「財務」に関する現状分析と課題4

平塚市

低い方が良い

193

103

123

225
197

170



出典：国土交通省出典：国土交通省

第 2 章  現状と課題

施設の維持管理における現状分析と課題4 - 2

管路施設 ：管渠、マンホール、公共ますや取付管等の総称。汚水や雨水を収集し、ポンプ場、処理場または河川等の放流先

まで流下させる役割を担う施設。

ポンプ場等の施設：汚水や雨水を自然流下により処理できない場合に設けられる揚水施設。

予防保全型の維持管理 ：損傷や劣化が進行する前に適切な対策を行う管理手法のこと。

用語解説

管渠老朽化率（R5） （公共下水道事業） 管渠改善率（R5） （公共下水道事業）

高い方が良い

（％）

低い方が良い

（％）

平塚市

平塚市

【課題】
・今後進んでいく下水道施設の老朽化に比例して、改築更新需要も増加することから、維
持管理コストが増加することが見込まれます。

-15-

本市の管路施設については、標準耐用年数を超えた管渠延長の割合（管渠老朽化率）が
8.44%で、比較対象団体平均と同程度の水準です。

また、下水道布設延長のうち、当該年度に更新した管渠延長の割合（管渠改善率）は
0.04%です。

ポンプ場等の施設については、施設内の設備の標準耐用年数が、管路施設や建物と比べ
て短い10～20年のものが多いため、点検や修繕の実施頻度は相対的に多くなっています。

本市では、予防保全型の維持管理を行いつつ、ストックマネジメントの手法を活用し、
点検・調査などにより優先順位付けを行い、計画的に下水道施設の長寿命化を進めていま
す。



財務安全性の現状分析と課題4 - 3

流動比率（R5） （公共下水道事業）

企業債残高対事業規模比率（R5） （公共下水道事業）

平塚市

平塚市

（％）

令和５年度の本市の流動比率は118.3%であり、比較対象団体平均を42.8ポイント下回る

水準となっており、比較対象団体との比較では低い数値になっています。

令和５年度の本市の企業債残高対事業規模比率は283%であり、比較対象団体平均よ

りやや低い水準です。企業債残高は、計画的な償還と毎年度の新規借入を償還額以内に

することで低減させており、業務活動によるキャッシュ創出力もあるため、比率は低い

水準となっています。

高い方が良い

第 2 章  現状と課題

（％）

【課題】
・流動比率や今後の投資規模、使用料水準等の財務の安全性に関する数値を把握し、分析
することを通じて、経営の健全性を高めることが必要です。

► 流動比率は、流動負債（1年以内

償還予定の企業債や未払金）に

対する流動資産（現預金や未収

金）の比率であり、100%を超え

ていれば短期的な債務を支払う

ための十分な資金を確保できて

いることを示しています。

► 企業債残高対事業規模比率は、

使用料収入に対する企業債残高

の比率であり、年度末における

汚水に係る債務残高と営業収入

の割合を示しています。
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バランスを見て判断

令和12年度目標値
100%以上



高い方が良い

（％）

平塚市

第 2 章  現状と課題

用語解説
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4 - 4 未収金対策における現状分析と課題

公共下水道使用料については、県企業庁の水道料金との一括徴収により、利便性の向上
と収納事務の効率化が図られている一方、毎年度、一定程度の未収金が発生しています。
農業集落排水使用料や受益者負担金等は、市が賦課徴収していますが、不払いによる未収
金が発生しています。

未収金対策では、平塚市債権管理指針に基づき対応していますが、全ての未収金を回収
することは出来ず、結果として不納欠損処分となるケースもあります。

【課題】
・使用者間の負担の公平性と受益者負担の徹底を図る観点からも、より厳正な未収金対策
が必要です。

4 - 5 未接続の現状分析と課題

（戸） （戸）

下水道への接続状況の推移

令和６年度末で未接続家屋は、公共下
水道区域で2,159戸、農業集落排水区域
で112戸です。接続促進活動の他、未接
続家屋の建替え等により、その数は年々
減少しています。接続促進活動では、対
象者への接続依頼文書の発送や普及員
（外部委託）の戸別訪問などを継続的に
実施しています。

【課題】
・経済的な事情等により、接続が困難と判断されるケースが多くあり、接続率100%の達成
には時間を要するものとなっています。

未
接
続

接
続
済

有収率の現状分析と課題4 - 6

有収率 （R5） （公共下水道事業）

有収率とは、総処理水量に対する下水
道使用料算定の基礎となる有収水量の比
率で、高いほど不明水が少ないことを示
しています。

令和５年度の本市の有収率は85.8%であり、比較対象団体と比べてやや高い水準にありま
すが、管路施設の老朽化や誤接続は不明水を増加させる原因になり、有収率を低下させる
要因となります。また大雨時には、施設の処理能力に過度の負荷を与え、処理場機能の低
下を招く恐れがあることから、処理場を設置している神奈川県からも不明水の削減を求め
られています。

【課題】
・不明水の増加は、流域下水道維持管理費負担金の増加要因となります。

: 市の債権を効果的かつ適正に管理していくために、債権管理事務を行う上で必要となる各種の
手続について整理した基本指針を定めたもの。

: 汚水を処理する施設に、管路施設の老朽化などが原因で雨水や地下水などが流入した水のこと。

平塚市債権管理指針 

不明水



下水道使用料、有収水量の現状分析と課題4 - 7

第 2 章  現状と課題

本市では、平成22年をピークに人口が減少しており、下水道が整備されている地域の人
口（処理区域内人口）も、平成24年度のピークから減少しています。

使用料収入及び使用料算定の基礎となる有収水量は、人口減少、節水型社会の定着など
により減少傾向で推移する見込みです。

公共下水道における令和６年度の下水道使用料収入は33.3億円（税抜）で、平成22年度
と比べて2.9億円（8.0％）減少しており、令和６年度の有収水量は2,824万㎥で、平成22年
度と比べて182万㎥（6.1%）減少しています。

使用料収入及び有収水量の動向を、大口使用者（毎月1,000㎥超の使用者。主に企業等
の事業所）と小口使用者（毎月1,000㎥以下の使用者。一般家庭や事業所）に区分して分
析を行うと、いずれも大口使用者の落ち込みが大きいことがわかります。

なお、下水道使用料については令和６年度に検証を行いましたが、料金改定は平成20年
度以降実施していません。

農業集落排水事業における令和６年度の下水道使用料収入は0.2億円（税抜）、有収水量
は24万㎥で、事業の整備完了後の平成28年度と比べて同程度で推移しています。

なお、料金改定については供用開始後一度も実施していません。

【課題】
・持続可能な下水道サービスの提供には、人口減少等や今後見込まれる費用増を十分に勘
案した上で、下水道使用料の継続的かつ安定的な確保が必要です。

処理区域内人口（公共）の推移

（人）
▲1,107人

（▲0.4%）

人口の推移

▲83,306人

（▲31.9%）

将来推計

有収水量 ：処理場で処理した汚水のうち、下水道使用料収入の対象となる水量のこと。用語解説
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出典：平塚市人口ビジョン



第 2 章  現状と課題

▲115万㎥
（▲19.4%）

▲67万㎥
（▲2.8%）

（小口使用者）

（万m3/年）

（万m3/年）

▲182万㎥
（▲6.1%）

有収水量（公共）の推移

（全体）

（万m3/年）

（大口使用者）

下水道使用料収入（公共）の推移

（小口使用者）

（全体）

（億円・税抜）

（億円・税抜）

（億円・税抜） ▲0.4億円
（▲1.7％）

▲2.5億円
（▲20.7%）

▲2.9億円
（▲8.0%）

（大口使用者）
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収益性の現状分析と課題4 - 8

► 経 常 収 支 比 率 は 、 経 常 費 用

（ 修 繕 費 や 支 払 利 息 等 の 費

用）に対する経常収益（下水

道使用料や一般会計からの繰

入金等の収益）の比率であり、

100%を超えていれば収支は黒

字であることを示しています。

経常収支比率（R5） （公共下水道事業）

経費回収率 （R5） （公共下水道事業）

► 経費回収率は、汚水処理費に

対する下水道使用料の比率で

あり、100%を超えていれば必

要なコストを料金で確保でき

ていることを示しています。

（％）

高い方が良い

（％）

高い方が良い

平塚市

平塚市

第 2 章  現状と課題

【課題】
・現状における収益に関する経営の健全性は保たれていますが、今後の財政推移を的確に
捉えた収入確保と費用縮減により、今後も100%以上を確保することが必要です。

本市の経常収支比率は106.9％であり、比較対象団体平均を1.9ポイント上回っています。

比較対象団体の中で高い水準にあり、現状で黒字を確保できています。

本市の経費回収率は115.1％であり、比較対象団体平均を16.8ポイント上回っています。

比較対象団体の中で高い水準にあり、経費回収率は現状で十分な水準です。
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広域化・共同化については、相模川流域下水道関連の公共下水道事業として事業を開始
しており、単独処理よりも効率的である広域処理の体制が構築されています。また、県が
組織した汚水処理事業広域化・共同化検討会に参画し、汚水処理の事業運営に係る持続
性・効率性の確保に必要な広域化・共同化の連携方策について検討しています。

下水道施設の老朽化などに伴う業務量の増加により、外部委託の件数が増えています。
こうした中、ポンプ場等維持管理業務委託では、複数年契約などにより、事務の効率化を
図っています。現在、業務委託の多くは仕様発注で、業務ごとに発注しているため、今後
も効率的・効果的な下水道事業を運営していくためには、民間活力の活用について検討し
ていく必要があります。

広域化・共同化、民間活用における現状分析と課題4 - 9

仕様発注：発注者が、発注内容や実施手法等について詳細に仕様を規定し発注する方式のこと。用語解説

【課題】
・施設の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少等により経営環境の厳しさが増してく
る中、効率的な事業運営手法の選定などの最適化が一層必要となってきます。

令和12年度目標値
100%以上



情報「広報」に関する現状分析と課題5

第 2 章  現状と課題

広報活動・下水道に関する意識の現状分析と課題5 - 1

市民への下水道広報活動では、下水道の役割・大切さや下水道の適正利用（油を流さ
ない、不明水を流入させない等）への理解・協力を促すため、ホームページへの掲載や
リーフレットの配布、未接続家屋への個別訪問や説明会などの機会を通じて発信してき
ましたが、異物の混入による管の閉塞や、調査により汚水管への雨水流入が判明するな
ど、これまで行ってきた広報が十分に伝わっていないと思われます。

平成29年度に国土交通省が行った意識調査では、街づくりにおける下水道施設の必要
性（「きれいな街づくり」、「水害から守る」など）を約96％の人が理解しています。
しかし、普段の生活で下水道を意識していると回答した人が約62％いる一方、20代、30
代では60％以上が意識していないと回答していることから、若い世代では特に「下水道
は当たり前の施設」という意識が浸透しているように考えられます。また、市町村の下
水道に関する広報の情報量・分かりやすさに関しては、約25％が「分かりにくい」と回
答しており、災害時の下水道の取組み等、市民が知りたいと思う情報の周知が不足して
いると考えられます。

【課題】
下水道の適正利用、下水道の役割や下水道事業の経営状況等の積極的な広報を通じて、

重要なライフラインである下水道に関心を寄せていただき、様々な年代の多くの市民か
らより一層の理解を得ることが必要です。
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第3章 基本理念と基本方針
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下水道経営の基本理念と基本方針1

基本理念1 - 1

基本方針1 - 2

第２章 「現状と課題」を踏まえ、持続可能な下水道事業経営を実現するため、市新下水道
ビジョンの基本理念を共有し、理念を達成するための基本方針（モノ「資産・業務」に関して
は個別計画で施策等の進捗を管理するため経営戦略の対象外とします。）を定めました。この
基本理念と基本方針を下水道関係職員全員が共有し、更なる経営改善を図ります。

基本理念を達成するため、ヒト「組織・人材」、カネ「財務」及び情報「広報」の視点
で次の３つの基本方針を定めます。各基本方針に具体的な施策を実行します。

暮らしをささえ
次世代へつなげる下水道

市新下水道ビジョンの基本理念「暮らしをささえ次世代へつなげる下水道」を共有する
とともに、下水道が市民の快適な生活を支え、水害から市民を守る重要なインフラ施設と
しての役割を有することを認識し、下水道事業の安定的な経営基盤の構築と携わる職員の
創意工夫により、将来にわたる下水道サービスの安定的提供の実現を目指します。

第 3 章  基本理念と基本方針

下水道事業を担う人材の育成と

効率的な業務環境づくり

基 本 方 針

① 「組織・人材」 

ヒ ト

下水道事業の経営の効率化と

経営基盤の強化

基 本 方 針

② 「財 務」 

カ ネ

下水道情報の発信拡充による認知向上
基 本 方 針

③ 「広 報」 

情 報
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► 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（Ｍ

ＤＧｓ）の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された 「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」 にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持

続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上

の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。ＳＤＧｓは

発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、

日本としても積極的に取り組んでいます（外務省 HP）。

► 平塚市総合計画～ひらつかVISION～の重点戦略では、ＳＤＧｓの各目標との関連性を

整理しています。ＳＤＧｓに掲げる目標は、経営戦略の基本理念や基本方針を達成す

る上で、同じ方向性を有していると考えることから、ＳＤＧｓの理念を意識し各施策

に取り組み、かつ、経営戦略がＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進を担うと位置付けを

持たせるために、各施策に対して関連するＳＤＧｓの項目を記載しています。

出典：国際連合広報センターＨＰ

ＳＤＧｓについて

第 3 章  基本理念と基本方針
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基本方針の実行に向けた具体的な施策を定めます。
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施策2

技術力・経営力のある職員の育成、活気ある職場づくり

労働生産性の向上、組織体制の見直し

経営環境の変化を的確に捉える人づくりを進め、組織の生産性を向上させるため、技術力・
経営力のある職員の育成と業務の効率化に取り組みます。

今後、知識・経験豊富な職員の確保が難しくなる中、技術継承を円滑に進める
体制を構築します。また、経営戦略を適切に推進する人材も必要となるため、下
水道部局所属職員の研修の機会を充実させるとともに、下水道事業に中長期的に
従事する人材を育てることに注力するなど、安定して知識・技術が継承できる環
境の構築を目指します。また、人事部局と調整を図り、庁内の簿記検定有資格者
や民間企業での経営部門経験者など、即戦力となる人材の確保に努めます。

職員間のコミュニケーションを軸にした情報の共有と、積極的な議論が日常的
に行われる活気ある職場づくりを目指します。

業務環境の効率化を進めるため、業務量と人員配置のバランスを見直します。
多様な人材の配置により、多角的な視点で組織や業務を見直すことを通じて、組
織を活性化させ、生産性を高めます。併せて、下水道事業経営を安定的に推進す
る組織体制の再構築や拡充のあり方を検討します。

取組内容 ► 研修受講機会の充実

► 下水道事業に長期間在籍できる人材を確保するための働きかけ

► 業務マニュアルの整備

► 職場研修・危機管理研修の充実

► 多様な人材の確保

► 意見交換・情報共有機会の充実

取組内容 ► 業務量・人員配置の見直し

► 組織体制・職場環境の見直し

「組織・人材」 

ヒ ト
下水道事業を担う人材の育成と

効率的な業務環境づくり

基 本 方 針 ①

施 策 ① - 1

施 策 ① - 2

第 3 章  基本理念と基本方針



安定的な財源の確保

第 3 章  基本理念と基本方針

将来にわたり持続可能な経営を実現するため、コストの縮減と安定的な財源の確保に取り
組みます。

経営基盤の強化を図るため、安定的な財源の確保に取り組みます。そのため、未接
続家屋への接続勧奨や未収金の削減等に取り組むとともに、新たな財源の確保として
資金運用等を実施します。

取組内容 ► 未収金の削減への取組強化

► 将来負担を勘案した企業債借入方法の
検討

► 業務のスリム化や発注方法の見直し

► ストックマネジメントによる改築事業の平準化

コストの縮減

将来の人口減少等に伴う料金収入の減少が想定される中、業務のスリム化や発注方法
の見直し、ストックマネジメントによる改築事業の平準化等のコストの縮減を進めると
ともに、デジタル技術なども活用しながら経営の効率化を図ります。

取組内容

広域化・共同化、民間活用の検討

将来の人口減少に伴う料金収入の減少が見込まれる中、経営の効率化に向けた取
組みを進める必要があります。そのためには、県及び周辺自治体との事務の共同化
などのほか、民間活力の活用について検討していきます

取組内容 ► 県及び周辺自治体との広域化・共同化の検討

► 民間活力の活用の検討

「財 務」 

カ ネ 下水道事業の経営の効率化と経営基盤の強化

基 本 方 針 ②

施 策 ② - 1

施 策 ② - 2

施 策 ② - 4

資産維持費 : 将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込

まれる場合、使用者負担の期間的公平を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくた
めに必要な費用（増大分に係るもの）として、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づい
て算定するもの。

► 未接続家屋への接続勧奨
活動の継続

► 新たな財源の確保

使用料の適正化

経営戦略（前期）までの各指標の結果から、経営の健全性は保たれていると考え
られます。一方で、施設整備に必要な投資や維持管理に係る費用の増加と今後の人
口減少による下水道使用料収入の減少が懸念される中、収支均衡を図るためには更
なる経費の節減に努めた上で、財源確保の強化や下水道使用料のあり方を検討する
必要があります。

本市の下水道使用料は、現行の料金設定となってから17年が経過しており、国が
目安としている月額使用料3,000円／20㎥を大幅に下回る2,035円／20㎥となってい
ることや下水道使用料の算定における資産維持費の取扱いなど、検討すべき様々な
課題があります。

全体の収支均衡をＰＤＣＡサイクルの中で確認しつつ、収支ギャップが生じる場
合には、使用料収入の適正化について平塚市下水道運営審議会に諮り対応していく
こととします。

取組内容
► 下水道使用料における各種制度のあり方（料金体系、減免制度、資産

維持費導入の研究等）の検討

施 策 ② - 3

用語解説

-28-



情報発信の拡充

市民参加の推進

情報が市民の目にとまる

下水道に対する興味・関心が向く

イベントに参加してみる “下水道”を調べてみる

【施策】 情報発信の拡充

【施策】  市民参加の推進

第 3 章  基本理念と基本方針

下水道への関心を高め、理解を深めていただくために、市民の声を大切にしながら、下水道
サービスの向上につながる情報発信を拡充します。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などの広報媒体を
積極的に活用するとともに、既存のパンフレットやホームページ等の広報
媒体を市民目線で見直し、市民の下水道に対する興味・関心を高めます。

市民の下水道に関する理解を深めていただくため、イベントにおける参
加型プログラムの創出を目指します。

取組内容 ► ＳＮＳ等の活用による積極的な情報発信

► パンフレット、ホームページなど既存広報媒体の見直し

► デザインマンホールの新設やマンホールカードの配布継続

► 独自広報紙の発行

取組内容 ► 市民参加型イベントの実施

積極的な情報発信

下水道に対する理解が深まる

「広 報」 

情 報 下水道情報の発信拡充による認知向上

基 本 方 針 ③

施 策 ③ - 1

施 策 ③ - 2
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第4章 経営目標
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経営目標の基本的な考え方1

第 4 章  経営目標

３つの基本方針を確実に実施するために、各方針に具体的な数値目標を設定しました。
カネ「財務」は、現在も公表している経営比較分析表の指標を用いることにより、定量的

で他都市と比較可能な経営に関する目標を設定しました。ヒト「組織・人材」及び情報「広
報」には、達成度が明確になるような活動に関する指標を設定し、経営戦略策定から10年目
に達成するべき目標を設定しました。モノ「資産・業務」については、前述のとおり市新下
水道ビジョンにおいて、個別計画により施策を推進することとしています。
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指標2

基本方針ごとの活動又は経営に関する指標に対する進捗状況を毎年度確認します。

 下水道事業を担う人材の育成と
効率的な業務環境づくり

実績値
（令和元年度）

実績値
（令和６年度）

策定時目標値
（令和７年度）

目標値
（令和12年度）

研修受講者数
（内外部、職場）

31人 94人 60人 60人

労働生産性
（営業収益/損益
勘定職員数）

230,843千円 193,253千円 231,000千円 196,000千円

指標

「組織・人材」 

ヒ ト

基 本 方 針 ①

○ 職員育成の観点から「研修受講者数」を設定しました。目標数値は、令和元年度実績を基
本に、職員１人当たりの研修参加回数を２回/年程度に増やすことを想定し、設定しました。

○「労働生産性」は、令和１２年度までの営業収益見込みと令和６年度末の損益勘定職員数か
ら、令和１２年度の目標値を下方修正しました。



第 4 章  経営目標

○ カネ「財務」に関する指標として、収益性の観点による経費回収率と当期純利益、安全性
の観点から流動比率を設定しました。

○ 「経費回収率」は、公営企業として受益者が受益量に応じた経費を負担するという観点か
ら100%以上を設定しました。「当期純利益」は、毎年度の黒字確保とともに建設改良積
立金への積み立て１億円を目指します。「流動比率」は事業継続の基盤となる財務の安定
性を持続させるため、100%以上を維持します。企業債残高対事業規模比率は、比較対象
団体との比較や状況分析を通じて、今後の更新投資額や収益の状況を勘案した適正な財政
運営に資するための数値として活用していきます。

 下水道事業の経営の効率化と経営基盤の強化

指標

「財 務」 

カ ネ

基 本 方 針 ②

当期純利益：収益から費用を差し引いて算出される最終的な利益のこと。

建設改良積立金：事業における剰余金の処分等に関し、事業年度で生じた利益を、将来の建設改良工事に充てる目的で
積み立てるもの。

用語解説

実績値
（令和元年度）

実績値
（令和６年度）

策定時目標値
（令和７年度）

目標値
（令和12年度）

経費回収率
（公共）

119.3% 104.9% 100%以上 100%以上

当期純利益 5.05億円 2.39億円
黒字確保

建設改良積立金
1億円

黒字確保
建設改良積立金

1億円

流動比率 67.7% 122.6% 70%以上 100%以上
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○ 広報戦略に関する指標として、下水道情報の積極的な発信を強化していく観点から、
「イベント（下水道ふれあいまつり）参加人数」のほか、「エンゲージメント率」に代
えて「ＳＮＳ（X、Facebook、Instagram、LINE）発信数」及び「独自広報紙の発行」を設
定しました。

実績値
（令和元年度）

実績値
（令和６年度）

策定時目標値
（令和７年度）

目標値
（令和12年度）

イベント参加
人数

200人
698人 500人 500人

SNS発信数 － 年６回 － 年６回

独自広報紙の
発行

－ 年１回 － 年１回

「広 報」 

情 報
 下水道情報の発信拡充による認知向上

基 本 方 針 ③指標

※ Ｒ元年度は中止のため、
前回H29年度の実績
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各基本方針の現状、課題、施策及び主な取組内容と目標

下水道事業を担う人材の育成と効率的な業務環境づくり基 本 方 針 ①
「組織・人材」 

ヒ ト

課題

○専門知識・技術
の継承

○経営視点を持っ
た職員の確保

〇技術継承を進
める体制の構築

○業務実施方法
の見直し

○人員と組織体
制の再構築

現状

○浅い業務経験、
マニュアル不足
や緊急時対応の
懸念に、人的脆
弱性の声

○幅広く高度な
業務に対する研
修必要性等の声

○現状の労働生
産性は高い

○職員数増が労
働生産性の悪化と
なることへの懸念

指標

○研修受講者数
（内外部、職場）

○労働生産性

（営業収益／損益
勘定職員数）

施策

○技術力・経営
力のある職員の
育成、活気ある
職場づくり

○労働生産性の
向上、組織体制
の見直し

取組内容

○研修受講機会の充実

○下水道事業に長期間従事
できる人材確保のための働き
かけ

○業務マニュアルの整備

○職場研修・危機管理研修の
充実

○多様な人材の確保

○意見交換・情報共有機会の
充実

○業務量・人員配置の見直し

○組織体制・職場環境の見直
し

「財 務」 

カ ネ
下水道事業の経営の効率化と経営基盤の強化基 本 方 針 ②

現状

○収益と企業債残
高とのバランスに
注視

○未収金と不納欠
損処理の発生

○未接続家屋の
存在

○汚水処理は低コ
スト、雨水処理を
含めると高コスト

○予防保全型の
維持管理、点検等
の増加

○使用料、有収
水量の減少傾向

○経常収支比率、
経費回収率は高
い水準

○広域化・共同化
検討会への参画

指標課題

○下水道使用料
の継続的かつ安
定的な確保

○収益性の継続
確保

○維持管理

コストの上昇

○ライフサイクル
コストの増大懸念

○負債の重さ

（流動比率の低さ）
改善等、経営の健
全度を高める

○未収金対策

○接続率向上

○不明水増加対策

○効率的な事業
運営手法

施策

○使用料の適正化

○コストの縮減

○安定的な財源
の確保

○広域化・共同化、
民間活用の検討

取組内容

○下水道使用料における各種
制度のあり方（料金体系、減免
制度、資産維持費導入の研究
等）の検討

○業務のスリム化や発注方法
の見直し

〇ストックマネジメントによる改
築事業の平準化

○県及び周辺自治体との広域
化・共同化の検討

○民間活力の活用の検討

○未収金の削減への取組強化

○未接続家屋への接続勧奨活
動の継続

○将来負担を勘案した企業債
借入方法の検討

○新たな財源の確保

○経費回収率
（公共）

○当期純利益

○流動比率
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各基本方針の現状、課題、施策及び主な取組内容と目標

下水道情報の発信拡充による認知向上基 本 方 針 ③
「広 報」 

情 報

現状

○下水道の適正
利用への理解を
周知しているが、
異物混入による
管の閉塞や汚水
管への雨水流入
が発生

指標

○ SNS発信数

課題

○下水道情報の
積極的な広報

○イベント参加人
数

施策

○市民参加の推進

○情報発信の拡充

取組内容

○ＳＮＳ等の活用による積極的
な情報発信

○パンフレット、ホームページ
等など既存広報媒体の見直し

○デザインマンホールの新設
やマンホールカードの配布継続

○独自広報紙の発行

○市民参加型イベントの実施

○重要なライフラ
インである下水道
への関心と、様々
な年代の多くの市
民からの理解

○若い世代の
「下水道は当たり
前の施設」という
意識の浸透

○発信する情報
が受け取り手に
は分かりにくく、
災害時の取組み
等の認知が低い

○独自広報紙の
発行



第5章 投資・財政計画
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第 5 章  投資・財政計画

投資・財政計画の基本的な考え方1

将来にわたり持続可能な経営を実現するため、計画期間後期の数値を見直し、中長期的な
投資・財政を予測し直しました。

将来の推計値に用いる数値については、これまでの実績（決算値）等に基づき将来予測し
ました。

（主要項目における数値設定の考え方）

• 使用料収入は、実績及び将来人口に基づく有収水量を推計し算出。

• 国の交付金は、現在の制度が維持されるものとして算出。

• 企業債は、新規借入利率2% 元金均等払で、現在の制度が維持されるものとして算出。

• 一般会計からの繰り入れは、国の繰出基準及びこれまでの実績を勘案して算出。

• 費用・支出は、実績に基づき物価上昇等を反映し算出。流域下水道負担金は県の試算
値に物価上昇等を反映して使用。

投資・財政計画は、毎年度の実績に置き換え、経営目標の達成度や計画の進捗を確認して
いきます。
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► 「平塚市総合浸水対策基本計画」に基づき浸水対策を進めていますが、河川水位の上

昇などにより内水が放流困難な状況になっていることや、短時間の豪雨や長時間の降

雨状況により一時的に下水道の排水能力を超えてしまうことなどを踏まえ、河川水位な

どの状況に影響を受けない対策として雨水調整施設を設置するなど、更なる整備を推

進します。

► 公共下水道の未普及地区（吉際地区）に汚水管を布設し、公共下水道が利用できる環

境を整備します。

投資計画 （10年間）2

第 5 章  投資・財政計画

新規
整備分

► 施設の予防保全型の維持管理を行いつつ、事業の平準化を図るため、ストックマネジメ

ントの手法を活用し、管路及びポンプ場の長寿命化を進めます。

► 災害時においても下水道の機能等を確保するため、管路及びポンプ場の耐震化を進

めます。

► 浸水時においても安定したポンプ場の運用を図るため、ポンプ場の耐水化を進めます。

改築
更新分

投資規模

投資の平準化を図り、令和３年度から令和７年度では総額135億円の投資（新規61%、改築39%）を行う

計画でしたが、前期５年間の投資額は112億円となりました。

令和８年度から令和12年度の後期５年間は総額219億円（新規42%、改築58%）の投資を行う計画です。

前提条件と投資額2 - 1

投資計画

投資の優先順位や投資金額・時期の平準化を行い、合理的かつ実効性のある内容・所要額によ
り将来の見通しを取りまとめ、計画期間後期の数値を見直しました。

新規整備額・改築更新額の割合
（R8～R12の5年間）

汚水事業・雨水事業の割合
（R8～R12の5年間）
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財政計画 （10年間）3

見通し3 - 1

収益的収支3 - 2

収益的収支の推移

収益的収入 ： 一事業年度の経営活動に伴って発生する全ての収益。

収益的支出  ： 一事業年度の経営活動に伴って発生する全ての費用。
用語解説

数 値 目 標

計画期間中の黒字、
建設改良のための積み立て１億円

独立採算制を基本原則とする下水道事業の持続可能な経営を実現するため、コストの縮減と安
定的な財源の確保に取り組みつつ、必要な財政負担の見通しをとりまとめ、計画期間後期の数値
を見直しました。

本市では平成20年４月から下水道使用料の改定（値上げ）を行っておらず、今後、人口減少や
節水意識の高まりなどにより下水道使用料収入が減少していく見通しです。一方で、施設の長寿
命化や耐震化などの投資の増加や物価上昇などにより汚水処理費が増加する予測から、令和11年
度以降は収支ギャップが生じ、経営が悪化する見込みです。収支ギャップの解消に向け、適正な
下水道使用料のあり方も含め、より一層の経営効率化と経営基盤の強化に取り組みます。

計画期間内は、収支ギャップを解消させ「黒字」を確保することを計画しています。
利益のうち一部を建設改良のための積み立てとして毎期積立て、将来の施設の老朽化対策への

投資における財源として確保し、必要に応じて当該投資に充当します。
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（単位：億円）

当期純利益の将来予測 経費回収率の将来予測（公共下水道事業）

収支ギャップの解消
を予定

収支ギャップ

黒字

以下、本章では、収支ギャップの解消を図った計画を記載しています。

経費回収率
100%



数 値 目 標

第 5 章  投資・財政計画

汚水処理費と経費回収率に関する考え方3 - 3

使用料収入・汚水処理費・経費回収率の推移 （公共下水道事業）
（単位：億円）

下水道事業では、雨水の処理に要する費用は税金（一般会計からの繰り入れ）で賄い、汚水
の処理に要する費用（汚水処理費）は下水道の受益者である使用者からの収入（下水道使用
料）により賄われています。

経営戦略の計画期間中は、汚水処理費を上回る下水道使用料を確保することで、一定の当期
純利益（黒字）を計上することを計画しています。

下水道使用料の収入により、汚水処理費をどれだけ賄っているかを示す指標である「経費回
収率」 は、計画期間の間で100%以上を維持することを目標としています。

計画期間における経費回収率

 100％以上
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収支ギャップの解消
を予定

3 - 4 一般会計からの繰り入れに関する考え方

一般会計からの繰り入れについては、原則として国の繰り出し基準に基づき、財政当局と協
議の上、繰り入れる額が決定されています。農業集落排水事業では、赤字補てんとなる基準外
の繰り入れが、農業集落排水事業分の繰入総額の大半を占めています。

今後は、浸水対策等の雨水事業の増加に伴い繰入額が増加することも見込まれるため、財政
当局と適宜協議の上、適切に対応していきます。



数 値 目 標

第 5 章  投資・財政計画

安定的な財源の確保、企業債に関する考え方3 - 5

流動比率の推移

計画期間の前半に獲得した利益により、企業内部に資金を留保することで流動比率（流動資
産÷流動負債×100(％) ）を高めます。下水道施設の整備の財源として企業債の発行を計画し
ていますが、利益獲得による留保資金を財源にすることで企業債発行額を抑えることが可能で
す。

使用料収入に対する企業債残高の割合である企業債残高対事業規模比率は、経年変化や比較
対象団体との比較等により、本市の状況を把握・分析するための数値として捉えていきます。

令和３～７年度 70％以上

 令和８～12年度 100％以上

企業債残高対事業規模比率の推移
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収支ギャップの解消
を予定

収支ギャップの解消
を予定
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4 中長期的な投資・財政の予測
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本市の公共下水道事業は、昭和39年に国の認可を受け、整備を開始しました。特に、昭和60
年頃から平成15年頃にかけての約20年間に集中的に整備を進めてきました （11ページ参照） 。

これまでに整備された下水道施設の老朽化対策に基づく更新については、ストックマネジメン
トの手法を活用し、中長期的な施設の状態を予測した“更新投資”を行う予定です。

このような下水道施設の更新需要が確実に見込まれる中で、本市の将来の人口動向に基づき、
中長期的な下水道使用料収入を試算したところ、使用料収入は人口動向と比例して減少傾向が続
き、より厳しい経営環境が予測されます。

下水道施設の老朽化対策に関する更新投資の財源は、国庫補助金や企業債を充当するほか、留
保資金を充当する予定ですが、将来赤字が続いた場合、現金預金の残高が減少し、現金預金が不
足（資金ショート）する可能性も想定されます。

上記のことから、経営戦略の施策や取組に位置付けたコスト縮減、業務のスリム化や発注方法
の見直し等を確実に実施することで経営の効率化を進めながら、収支ギャップを解消し資金
ショートの回避を図っていきます。

投資額・企業債残高 推計

► 計画期間における投資額のうち、新規整備では、浸水対策を見込んでいます。改築更新では、

災害時においても下水道の機能が保持されるように下水道施設の耐震化を進めます。

► 施設の予防保全型の維持管理を行いつつ、事業の平準化を図るため、ストックマネジメントの

手法を活用し、計画的に下水道施設の長寿命化を進めます。

計画期間（10年）

一部個別計画の後継計画で予定する事業は、上記グラフに反映していないため、今後、投資額や企業債残高が変動する場合があ

ります。
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収益的収支 見通し
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► 令和11年度以降に生じると見込まれる収支ギャップの解消を図ることにより、計画期間内は黒字が

続く見通しです。ただし、その後も下水道使用料収入の減少や汚水処理費の増加傾向が続く見通し
であることから、令和14年度頃から収支ギャップが続く見通しです。

収支ギャップ

計画期間（10年）

収支ギャップの解消を予定

計画期間（10年）

収支ギャップ
黒字

将来の財源として
積立

収支ギャップの解消を予定

当期損益・現金預金残高 見通し

► 現金預金は今後の更新投資や企業債の償還の財源のために積み立てる予定です。

► 積み立てた現金預金は、更新投資の財源や企業債の償還財源として充当されることで、将来的に残
高が年々減少し、継続的に使用料の見直しを実施しない場合、現金預金が不足（資金ショート）する

可能性があります。

► 民間企業では資金ショートが直接倒産につながるように、資金ショートは経営の維持が不可能な状
況を示すため、絶対に避けなければいけません。

黒字
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原価計算表（公共下水道）

※投資・財政計画上額（Ａ）欄は計算期間内における平均値を記載
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推進体制1

第 6 章  推進体制と進捗管理

平塚市下水道運営審議会

経営改善プロジェクト

► 委員 ： 外部有識者等11名

► 開催頻度 ： 年３回程度

► 経営改善策の策定

► 経営改善策を実施し、定期的に進捗を確認

► 毎年度、成果・課題等を公表

経営戦略の着実な推進に向けて、下水道経営課経営担当が事務局となり、経営の管理と経営
健全化策の推進を行います。下水道経営課と下水道整備課の課長・担当長を主メンバーとする
「平塚市下水道事業経営会議」を設置し、進行管理や経営状況の分析を行うとともに、
継続的な経営改善に取り組み、ＰＤＣＡサイクルを実行するための「経営改善プロジェクト」
を開始します。

外部有識者からなる平塚市下水道運営審議会において、定期的に経営戦略の進捗状況を報告
し意見等をいただくなど、チェック機能の充実を図ります。
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経営指標の

確認・公表

進捗管理2

第 6 章  推進体制と進捗管理

単年度ごとの進捗管理・現状分析

Plan

DoCheck

Action
計画

実行進捗管理

計画の見直し

計画期間における経営戦略の見直し

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

平塚市下水道事業経営戦略
（令和３年度～令和12年度）

前期
（令和３年度～令和７年度）

後期
（令和８年度～令和12年度）

毎年度終了後に経営目標の達成度や進捗を確認し、公表します。

経営戦略（Ｐｌａｎ）の取り組みについて、確実な実行（Ｄｏ）、進捗管理（Ｃｈｅｃｋ）、
計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）などＰＤＣＡサイクルを確実に実施することが重要です。

経営戦略で設定した経営目標の達成に向けて、単年度ごとの進捗管理と、後期5年間終了時点で
経営戦略全体の達成度の総括を行います。

毎年度終了後に、経営戦略で掲げた経営目標の
達成度や施策の進捗に関して確認を行い、公表し
ます。この際、比較対象団体との対比などを行い、
経営状況の把握を行います。

また、確認結果を基に次年度の施策の実施方法
について改善を行います。

計画期間の前半５年間を前期、後半５年間を後期とし、中間年次の令和７年度に前期の取
り組み状況を確認し、経営戦略の見直しを行いました。

今後も５年に一度、定期的に計画の検証・見直しを行います。

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
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平塚市 土木部 

下水道経営課・下水道整備課

 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号

電話： 0 4 6 3 - 2 3 - 1 1 1 1（代）

平 塚 市 下 水 道 事 業 経 営 戦 略
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